
令和６年９月２０日 

 

只見町議会議長 佐藤 孝義 様  

 

                       決算特別委員会委員長 中野 大德 

 

決算特別委員会審査報告書 

 

 本特別委員会に付託された議案について、審査の結果を会議規則第７７条の規定により 

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

  決算審査に当たっては、「予算を議決した趣旨と目的に従って適正に、そして効率的に

予算執行されたか」、「その執行によって最大限の効果が発揮できたか」を主眼にして審査

した。 

 

１．認定第 １号 令和５年度只見町一般会計歳入歳出決算の認定について 

審査結果 本件については、次の意見を付して原案のとおり認定すべきものと決定し 

た。 

 

・本町は財政力が低下し経常収支も８６．２％と危険ラインに近づいている。只見町中期

財政見通しの趣旨を踏まえ、特段の行財政改革を求める。 

また、年々税収が低下する中、税の不納欠損及び収入未済額が多額である。当局の特段

の取り組みを求め、これが解消するよう求める。 

 

・負担金、補助及び交付金並びに包括協定推進事業委託料などにその投資目的に見合う

効果成果が乏しい事案が散見される。また、只見町公共事業補助金交付規則に照らし、補

助金交付決定の過程に疑義があり精査に欠けると思われる事案があった。年々投資的経

費が先細る中、負担金、補助及び交付金並びに委託料については、その考え方や制度設計

に鑑み十分精査すると共に、只見町中期財政見通しに沿った行政執行を求める。 

 

２．認定第 ２号 令和５年度只見町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

３．認定第 ３号 令和５年度只見町国民健康保険施設特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 



４．認定第 ４号 令和５年度只見町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

５．認定第 ５号  令和５年度只見町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

６．認定第 ６号  令和５年度只見町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

７．認定第 ７号  令和５年度只見町地域包括支援センター特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

８．認定第 ８号  令和５年度只見町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

９．認定第 ９号  令和５年度只見町集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

１０．認定第１０号 令和５年度只見町朝日財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

審査結果 本件については、原案のとおり認定すべきものと決定した。 

 

 

 

以 上 


